
公衆衛生学(5)（地域保健，12 Nov 2012） See, http://minato.sip21c.org/publichealth/

中澤　港 (minato-nakazawa@umin.net)  ※  来年前期に保健行政論でも扱う  

前回ミニレポートでの質問・要望について

 訪問看護ステーションの法的位置づけ→訪問看護サービス自体は民法に基づく居宅サービス事業（弁当のケータリ

ングなどと同じ）。厚生労働省令による設置基準を満たす施設については，指定訪問看護について健康保険法，高

齢者医療確保法，介護保険法により保険適用されるが，医療法における医療提供施設ではない。

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/8-2.pdf 参照）

 介護老人保健施設と病院・診療所の違い→ターゲットが三次医療中心であり医師が医療行為をすることができる点で

は療養病床と近いが，介護老人保健施設は，医師がいて診察室があっても，対象が明らかに公衆では無く入所者

（特定多数人ともいえない）のみで，費用が医療保険ではなく介護保険適用という点で病院・診療所とは異なる。

 一次医療圏について法的規定がないのはなぜ？→フリーアクセス（患者の判断でどの医療提供施設でも自由に受診

でき，医療保険適用される），国民皆保険，自由標榜制（麻酔科を除く），自由開業制と表裏一体。

 心の病についての補助について→精神保健参照。

 テストの形式は？→記述問題と選択問題と穴埋め問題を出します。

 講義の重要な部分，押さえるべき部分は？→疫学と違って，ここがキーポイントと絞ることが難しいので，講義で扱っ

た内容はすべて押さえるべき部分だと思ってください（資料で太字になっていたり下線が付されているところは当然）。

地域とは？

地域社会(community)＝地理的環境の共有＋共同体感覚＝“一定の環境や特徴を共有する人々の集まり”

保健活動の際に「地域」が重要な理由

(1)共通の環境条件が健康問題の発生・発現に大きく関与

(2)健康問題の解決に必要な資源・行動規範等が，その地域のあり方によって大きく規定される（「健康」自体が

地域の文脈に大きく依存している概念）

いくら保健サービスをシステムとして整備しても，地域の事情によっては利用されないので，地域に合った保

健活動が必要。

地域の水準

近隣，集落等の小地域（地区レベル）  ：  字，自治会など行政の末端組織として機能している最小単位。血縁的・

地縁的社会。組織が良く機能している地域もあれば，大都市のマンションや団地などでの自治会の参加率は低い

ところが多い。隣人が何をしているかわからない。ソーシャル・キャピタル [social capital]論でいうところの

neighborhood であり，social cohesion や social integrity はこのレベルで保たれねばならない。

行政区域  ：  県・保健所管轄区，市区町村など政策実施の単位。首長が方針決定権をもつ。地域保健法の 1994 年改

定で国から多くの権限が委譲され，重要性が増した。

生活行動圏  ：  医療圏，通勤・通学圏など，生活の場としての地域。行政区域の一部である場合もあれば，行政区

域を跨っている場合もある。広域の問題では行政区域を超えた政策が立てられる必要がある場合もあり，連携が

大事になってくる（cf. 地域保健法第三条では，市町村，都道府県，国の地域保健における役割分担について書

かれているが，国は広域の問題について都道府県間の連携をサポートする必要がある）。

離島・山村などの僻地（問題が多く，それが地域特性によって異なる）  ：  移動が不便な山村で在宅介護を希望

する人へのホームヘルプなどのサポートのニーズ（長野県泰阜村の例：cf.NHK にんげんドキュメント『畳の上

で死にたい』2000 年）※家族や地縁的社会とヘルスプロフェッショナルが依存的にならず協働するのは難しい。

平成 18（2006）年度から始まった第 10次へき地保健医療計画が示すように，平成 18（2006）年の医療法改定

によって医療計画の中で僻地医療が主要事業（5 事業）の一つとして位置づけられることになり，現在，各都道

府県で「へき地保健医療対策に関する協議会」が設立されつつあり，「医師を確保する方策」，「医療を確保する方

策」，「診療を支援する方策」，「へき地医療の普及・啓発」についての計画が検討されつつある。

地域保健のための特性把握

地域特性を把握するための指標：自然環境，人口特性，産業・経済，行政・財政，交通・通信，生活環境，労

働環境，教育・学習環境，生活・文化，住民の意識・要望・要求など。

健康問題を把握するための指標：人口動態，死因統計，疾病の状況，医療費の状況，予防接種状況，在宅ケア

の状況，等々。



地域で利用できる社会資本  (infrastructure)  ：  保健医療機関，福祉関係機関，教育関係機関，自治会等の地区組

織，保健推進員，民生委員，市民団体，種々のサービス等。

→以上のような指標を調べ（場合によっては質的研究も組み合わせ），十分なデータを得る必要がある。

地域保健の特徴と流れ

総合保健（comprehensive health care）／包括医療（comprehensive medicine）的な考え方。

一般に，地域住民がその生活基盤の中で自らの健康の保持増進を図れるように必要な保健技術を地域社会に見

合った形で組織的に提供し，その健康生活を支援していく一連の活動過程をいう。1960 年代以降，世界的に提

唱されてきた。

▼1978 年には日本での「国民健康づくり」提唱（→市町村保健センター設置）と WHO のアルマ・アタ宣言

[Declaration of Alma-Ata]（プライマリヘルスケア提唱）が同時に起こった。

▼1985 年医療法改正（→都道府県に医療計画策定義務）

▼1986 年オタワ憲章[Ottawa Charter]（→ヘルスプロモーション：住民参加による健康な町づくり。それを支

える各セクタの協働が必要）

▼市町村に 1993 年度までに老人福祉計画策定義務

▼2000 年から「健康日本 21」(http://www.kenkounippon21.gr.jp/)

▼2005 年から地域保健対策検討会

▼2005 年介護保険法改正，介護予防重点化。市町村に地域包括支援センター設置義務。

▼2006 年（2008 年施行）老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」（高齢者医療確保法）に改定。都道

府県を単位とする「広域連合」が保険者となる独立した医療保険制度としての後期高齢者医療制度（批判が多か

ったので 4月 1日首相指示により「長寿医療制度」と呼ばれるようになった）の導入とメタボリックシンドロー

ム対策としての特定健診の保険者への義務付けも，中央がすることを減らし地方がカバーする範囲を増やした

という意味では，地域保健の重点化とみることもできる。

地域保健展開上の留意点

＊特定集団（aggregate），即ちハイリスクグループへのケアか(high-risk approach)，集団全体の底上げ

（population strategy / population approach）か？

＊一人一人の健康問題は地域社会共通の問題という認識に基づいた働きかけの重要性

＊対象者の参加に際し，その人たちが地域で生活していることを認識することの重要性

＊地域社会独自の行動規範（大きく見れば和辻哲郎が風土と呼んだもの，小さく見れば宮本常一が故里とか家

郷と呼んだものによって育まれる），言い換えると地域社会の慣習そのものを変えることの強力さ（Lewin の

実験によりグループディスカッションの有効性認識）

＊地域社会に権限を与え，住民自身の自己解決能力を養うこと（エンパワメント[empowerment]）の重要性→

住民自治のあり方自体も伝統的な地域社会の慣習に任せているだけでは成り立たなくなってきたので，住民自

治協議会設立を促すなど行政からの働きかけが強くなってきている（参考：総務省の web サイト内，地方分権

推進についてのページ[http://www.soumu.go.jp/indexb4.html]）。

地域保健の制度と運用

地域保健活動の内容  ：  昭和 12(1937)年に制定され昭和 22(1947)年に改定された保健所法の下での地域保健活動

の拠点は保健所であった。その後，市町村の役割の重要性がクローズアップされ，徐々に市町村保健センターが

整備された。その流れの仕上げが平成６(1994)年に行われた保健所法の地域保健法[原文リンク]への改定による

市町村保健センターの法定化であった（注：この改定は，法律第八十四号（平六・七・一）地域保健対策強化

のための関係法律の整備に関する法律の制定によってなされた）。

保健所の事業：保健所の現在の事業の内容は地域保健法の第６条～第８条に定められた 19項目で，地域保健活

動がほぼ網羅されている。

連携：保健所と市町村保健センターは相補的な関係にあり，両方が連携することが重要である。保健所や市町村

保健センターばかりでなく，例えば健診への参加や地域における健康づくり運動の推進などは，自治会や公民

館などを通した広報活動が大きく影響する。



地域保健活動の分類

規制行政的活動と給付行政的活動に大別できる。前者は公共の福祉の観点から個人や法人の活動を規制するもの

で，専ら行政機関により行われる。飲食店の経営に都道府県知事の許可が必要であることを食品衛生法が定めて

いることなどはこれに当たる。後者は地域住民に対するサービスの提供で，行政機関のみならず NGO や NPO
によっても行われる。基本健診などはこれに当たる。

別の視点から，対人保健活動と対物保健活動に大別することもできる。前者は住民を直接対象とするもので市区

町村レベルできめ細かな対応が求められるので地域保健センターがコアとなり，後者はそれ以外を対象とし，

環境対策など大規模な対策が必要なことが多いので都道府県単位で保健所がコアとなる。

地域保健活動への公の責任としての行政のコミットの必要性を支持する経済理論（試験には出さない）

外部経済効果：直接的利益のみならず間接的利益があること。例えば予防接種は受けた人を疾病から守るだけで

なく，疾病の蔓延を防ぐことで受けていない人も疾病から守る。

外部不経済効果：直接的利益が間接的不利益を産むこと。例えば公害は発生源企業が対策しないと，その企業は

費用を節約できるが，周辺住民が公害による健康被害を受け，不利益を蒙る。

行政の介入が必要な事業：がん検診などは，初期投資が膨大なために市場経済では参入障壁がある事業である。

公共財：健康教育など，住民がいつでも自由に利用でき，経費を払わなくても利用から排除されないものをい

う。市場経済では供給されない。

メリット財：老人保健法による検診など，市場経済でも供給されるが国家的見地から政府が供給すべきもの。

地域保健活動の進め方

Plan-Do-See  ：  計画を策定し，実行し，評価し，次の計画を策定し，と続く。PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイク
ルもほぼ同様な意味。PDCA サイクルは，この考え方を体系化した Deming WE の名前をとって「デミングサイ

クル」とも呼ばれるが，地域保健活動に限らず，工業生産管理，経営，途上国の開発援助など，いろいろな分野

で実践されている。

MIDORI      モデル：  ヘルスプロモーション実践の展開モデルとして 1991 年 Green LW によって提唱された

PRECEDE-PROCEED Model の日本での名称。http://www.healthpromotion.jp/database.html は参考になる。

住民のニーズ：地域保健活動計画の策定は住民のニーズに基づく。ニーズは単なるデマンド（需要）ではなく，

専門的見地からの必要性を意味する。場合によってはニーズをデマンドにするための健康教育も必要（この考え

方は傲慢かもしれないので，注意が必要）。統計に基づいてニーズに優先順位をつけ，費用対効果や費用対便益

を考慮して，順番に実施する。実施の際は，計画に忠実に行うことと臨機応変の柔軟な対応の両方が必要。評価

は重要だが難しい。統計によるが，有意でなくても期間が足りないだけの場合もある。今後の課題はシステム化

（在宅医療支援システムとか）

都市環境における地域保健

都市住民は通常，消費者であり（注：キューバの首都ハバナにおける都市有機農業のような例外もある），消

費者特有の保健活動を展開する。消費者運動と呼ばれるものの一環。消費者クラブ活動（生協，生活クラブ，…

…），エコマークなど。1960 年には各国の消費者団体が母体となって IOCU（国際消費者機構）成立。政府とし

ては国民生活センター及び各都道府県の消費生活センター，民間では暮らしの手帳や特選街，通販生活などに

よる商品評価と情報提供も広い目でみればその流れを汲んでいる。

消費者の健康被害：ペニシリン事件，サリドマイド事件，薬害エイズ事件など。1968 年「消費者保護基本法」，

1994 年「製造物責任法（PL 法）」による消費者保護。コンシューマーヘルスのためには健康教育が重要であり，

食育基本法はその流れで成立した側面をもつ。

都市化への対応としての健康都市：環境問題の多くは都市の問題から発しているので，健康都市事業としてそ

の克服が図られた。1994 年「環境基本法」で国と地方公共団体の両方が環境計画策定が義務付けられた。国際的に

は WHO と連携して"The Alliance for Healthy Cities"[http://www.alliance-healthycities.com/]が 2004 年に成

立。



【地域保健法】全文：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO101.html

＊1947年 9月 5日制定（最新の改正 2011 年 8月30日）　1994年に保健所法から改正

■目的

第一条 　この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、 母子保

健法 （昭和四十年法律第百四十一号）その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の

健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

■基本理念＝総合的推進 

第二条 　地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り

巻く環境の変化等に即 応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等

に関する需要に適確に対応するこ とができるように、地域の特性及び社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に推進される

ことを基本理念とする。

■市町村，都道府県，国の役割分担と連携

第三条 　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、当該市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資

質の向上等に努めなければならない。 

○２ 　都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向上、調査及び研究等

に努めるととも に、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように、その求めに応じ、必要な技術的援助を与えることに努めなければならな

い。 

○３ 　国は、地域保健に関する情報の収集、整理及び活用並びに調査及び研究並びに地域保健対策に係る人材の養成及び資質の向上に努めるとと

もに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

■第四条は厚生労働大臣が地域保健対策の推進に関する基本的な指針（基本指針）を定めること

基本指針を定めるべき事項は以下６点：地域保健対策の推進の基本的な方向／保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項／地

域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十一条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項／地域保健に関する調査及び研

究に関する基本的事項／社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項／その他地域保健対策の推進に関する重要事項

■保健所についての条文

第五条 　保健所は、都道府県、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第

一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。

○２ 　都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法 

（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第二項第九号 に規定する区域及び介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）第百十八条第二項 に規定

する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

第六条 　保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。

一 　地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

二 　人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

三 　栄養の改善及び食品衛生に関する事項

四 　住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項

五 　医事及び薬事に関する事項

六 　保健師に関する事項

七 　公共医療事業の向上及び増進に関する事項

八 　母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項

九 　歯科保健に関する事項

十 　精神保健に関する事項

十一 　治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項

十二 　エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項

十三 　衛生上の試験及び検査に関する事項

十四 　その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第七条 　保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

一 　所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

二 　所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。

三 　歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

四 　試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

第八条 　都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行

い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。

■第九条は，都道府県知事，政令指定都市長，中核市長，その他保健所を設置する市（小樽市，八王子市，町田市，藤沢市，四日市市，呉市，大牟田市，佐

世保市：cf.地域保健法施行規則第一条）の市長，特別区長の職権のうち第六条の事項を保健所長に委任できるという規定。

■市町村保健センターについて

第十八条 　市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

○２ 　市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

△第十九条で国が市町村に対して市町村保健センター設置費用を補助できることを規定し，第二十条で国が人材確保支援のための配慮をすることを定めて

いる。第二十一条では都道府県が市町村の申出に基づき人材確保支援することを定めている。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%81Z%96@%88%EA%8El%88%EA&REF_NAME=%95%EA%8Eq%95%DB%8C%92%96@&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%81Z%96@%88%EA%8El%88%EA&REF_NAME=%95%EA%8Eq%95%DB%8C%92%96@&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

